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令和元年度第９回幼保連携型認定こども園等認可審査部会議事要旨 

 

■  開催日時  ：  令和元年１２月２５日  ９時３０分～１６時１０分 

■  会    場  ：  堺市役所本館地下１階 多目的室 

■  出席委員  ：  部 会 長  （堺市子ども青少年局子ども青少年育成部長）宮前 安紀子 

                  委  員 （社会福祉法人堺市社会福祉事業団事務局長）上田 英輔 

         委  員 （プール学院短期大学幼児教育保育学科准教授）辻 富士子 

         委  員 （大阪大谷大学教育学部教授）長瀬 美子 

         委  員 （税理士）森島 憲治 

■ 事 務 局 ： 子ども青少年局子育て支援部幼保推進課 

■ 事業担当課 ： 子ども青少年局子育て支援部幼保推進課 

■  案 件 名 ：（１）保育所の認可 

         （２）市有地を活用した小規模保育事業運営法人の選定及び認可 

（３）幼保連携型認定こども園設置・運営法人の選定及び認可 

発言者 内                容 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業担当課 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

開会 

本審査部会が、堺市社会福祉審議会規程第５条第２項で定める委員の過半数の出席

を満たし、有効に成立していることを報告 

 

（案件１）について 

保育所の運営を予定している法人（※１）から認可申請書の提出があったことを説

明のうえ、本日の審査の方法などを説明 

※１ 株式会社 ハグウィズ 

 

書類審査  

申請書類の内容を説明 

（１） 申請法人の概要について 

（２） 申請法人による堺市認証保育所の運営状況について 

（３） 保育室内の手洗いの設置について 

（４） 保育士の配置予定について 

（５） 定員の設定について 

 

説明に対する質疑応答 

（１） 延長保育の利用時間、料金について 

（２） 手洗い、沐浴設備の設置について 

（３） 施設長予定者が有する資格の内容について 

（４） 保育士の配置予定について 

（５） 施設の立地条件について 

（６） 年齢ごとの保育方針について 

書類審査終了 
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委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事業担当課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

 

委員 

 

 

 

特段の意見なし 

審査の結果、当該案件について、認可に当たって基準を満たしていることを確認 

 

（案件２）について 

今回の公募【市有地を活用した小規模保育事業運営法人１者（西区堀上緑町一丁５

番５（平岡小学校の敷地の一部））の募集】に対し、３者の応募（※１）があった

ことを説明のうえ、本日の審査の方法などを説明 

※１ 阪本織布株式会社、株式会社 未来、株式会社 ＡＹМ 

 

書類審査 

申請書類に対する質疑応答 

（１） 財務状況について 

（２） 資金収支予算書における保育材料費の金額について 

（３） 敷地東側に位置する擁壁の高さについて 

（４） 実費徴収、上乗せ徴収の料金設定について 

書類審査終了 

 

ヒアリング審査 

ヒアリング審査の方法について説明 

 

＜阪本織布株式会社＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１） 送迎時の事故防止対策について 

（２） 栄養士の配置予定について 

（３） 建物等の整備計画について 

（４） 人材育成の考え方について 

（５） 小規模保育事業に特有の課題について 

（６） 障害のある児童の受入れについて 

 

＜株式会社 未来＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１） 建物等の整備計画について 

（２） 送迎時の安全対策について 

（３） 資金収支予算書における保育材料費の金額及び使途について 
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部会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

部会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事業担当課 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 職員の採用計画について 

（５） 財務状況について 

 

＜株式会社 ＡＹМ＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１） 建物等の整備計画について 

（２） 給食の提供方法について 

（３） 職員のマネジメントの方法について 

（４） 職員の採用計画について 

（５） 児童の健康管理について 

（６） 保育材料費の使途について 

ヒアリング審査終了 

 

採点 

各自採点のうえ事務局へ提出 

事務局において集計 

 

［結果発表］ 

阪本織布株式会社を選定 

 

（案件３）について 

今回の公募【幼保連携型認定こども園設置・運営法人４者（堺区１者、中区１者、

西区１者、北区１者※１）の募集】に対し、３者（堺区１者、西区１者、北区１者）

の応募（※２）があったことを説明のうえ、本日の審査の方法などを説明 

※１北区については、堺区、中区、東区、西区の一部区域を含む 

※２（仮称）社会福祉法人 リアン、社会福祉法人 ラポール会、学校法人 泉新

学園 

 

書類審査 

申請書類に対する質疑応答 

（１） 実費徴収、上乗せ徴収の料金設定について 

（２） 資金収支予算書における保育材料費の金額について 

書類審査終了 

 

ヒアリング審査 

ヒアリング審査の方法について説明 
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部会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

＜（仮称）社会福祉法人 リアン＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、教育・保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１）法人の新規設立について 

（２）借入金の償還計画について 

（３）建物等の整備計画について 

（４）職員の採用計画、処遇について 

（５）支援を要する児童の受入れについて 

（６）資金収支予算書における保育材料費の金額について 

（７）延長保育の利用時間、料金について 

（８）上乗せ徴収の料金設定と内容について 

（９）施設長予定者の選定理由について 

 

＜社会福祉法人 ラポール会＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、教育・保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１）近隣住民への説明状況について 

（２）給食の提供方法について 

（３）建物等の整備計画について 

（４）障害のある児童の受入れについて 

（５）申請法人による他施設の運営状況について 

（６）人材育成の考え方について 

（７）上乗せ徴収の料金設定と内容について 

（８）教育・保育の実施方法について 

 

＜学校法人 泉新学園＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、教育・保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１）一時預かり保育の定員設定について 

（２）設置・運営予定地の確保方法について 

（３）建物等の整備計画について 

（４）障害のある児童の受入れについて 

（５）上乗せ徴収の内容について 

（６）職員の採用計画、処遇について 
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委員 

 

 

 

部会長 

 

（７）虐待対策について 

（８）教育・保育の実施方法について 

ヒアリング審査終了 

 

採点 

各自採点のうえ事務局へ提出 

事務局において集計 

 

［結果発表］ 

（仮称）社会福祉法人 リアン、社会福祉法人 ラポール会、学校法人 泉新学園

を選定 

 

閉会 

 

 


